
鳴門教育大学における公益通報のフロー図

通報者

【通報者】

・本学の職員

・本学の業務に従

事する派遣労働

者

・本学が委託した

業務に従事する

労働者

・本学を退職した者

通報窓口

【通報担当者】

・企画調整役

学 長 調査委員会

当該行為に

関与した者
（本学職員に限る）

【受付】

・通報要件の確認

・証拠資料の提出依頼

【報告】

・速やかに学長へ報告

【通知】

・通報者へ通報を受け付けた

旨等を通報者へ通知

調査委員会の設置

調査結果

通報 調査の指示

報告
受付通知

【通報の方法】

・電話

・電子メール

・書面

・面会

【提出】

・公益通報票
不正行為がなかった場合

不正行為が明らかになった場合

懲戒処分等是正措置及び再発防止措置の通知

調査結果の通知

報告

是正措置及び

再発防止措置

事実調査


